
各評定段階基準(案) 
 
１．法 令 等 遵 守 態 勢  
Ａ： 

法令等遵守態勢について、強固な法令等遵守態勢が経営陣により構築されている。認識される弱点

は軽微であり、金融機関としての業務の適切性等に対する影響は小さい。  
 

Ｂ： 
法令等遵守態勢について、軽微な法令等違反などが認められるものの、十分な法令等遵守態勢が経

営陣により構築されている。軽微な弱点については、金融機関としての業務の適切性等に重大な影響

を及ぼすものではなく、既に自主的に何らかの対応もなされている、または、今後なされることが期

待できる。  
 

Ｃ： 
法令等遵守態勢について、軽微ではない法令等違反の発生が認められるなど、不十分な法令等遵守

態勢となっている。経営陣による法令等遵守態勢への取り組みも不十分なものとなっており、金融機

関としての業務の適切性等に対する影響も認められ、改善の必要がある。 
 

Ｄ： 
法令等遵守態勢について、経営陣自らが関与する重大な法令等違反が認められるなど、その遵守態

勢に欠陥がある、または重大な欠陥が認められる。その結果、金融機関としての存続が脅かされるよ

うな法令等違反の発生が懸念される、または、そのような法令等違反が発生している状況にある。 



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明

Ⅰ．法令等遵 １．業務執行の意思決定及び １．業務執行にあたる取締役の責任・義務 ● 　法令等遵守態勢の確立に向けた代表取締役によ

　守体制の整 　取締役に対する監督機関と 　⑴　取締役は、業務執行にあたる代表取締役の独断専行を牽制・抑止し、 るリーダーシップの発揮状況や他の取締役による

　備・確立状 　しての取締役会の機能 　　適切な業務執行を実現し、ひいては、金融機関の信頼の維持・向上を図 牽制機能の発揮状況等については、取締役会等に

　況 　　る観点から、取締役会における業務執行の意思決定及び取締役の業務執 おける議論の内容を踏まえたうえで評定を行う必

　　行の監督に積極的に参加しているか。 要があることに留意すること。

　⑵　取締役は、業務執行にあたり、信用の基礎を強固なものとする観点か 　なお、評定に当たっては、支店長会議等におい

　　ら、実質的議論に基づき善管注意義務・忠実義務を十分果しているか。 て示されている代表取締役による法令等遵守態勢

　⑶　取締役会においては、社会的責任と公共的使命等を柱とした企業倫理 の確立に向けた取組姿勢、役員等が法令等違反に

　　の構築を重要課題として位置付け、それを具体的に担保するための体制 関与している場合における他の取締役による牽制

　　を構築しているか。 機能の発揮状況、法令等違反の発生が認識された

　⑷　取締役会は、単に業務推進にかかることのみではなく、業務運営に際 際の取締役会における議論の内容を議事録等によ

　　し、コンプライアンスに関する諸問題について議論しているか。 って確認したうえで行うこととする。

２．取締役会議事録等の整備 ２．取締役会議事録等の作成及び備置 ● 　法令等遵守に係る基本方針及び遵守規準は、金

　⑴　取締役会議事録を作成しているか。 融機関の規模や特性を踏まえ、実効性のあるもの

　⑵　取締役会議事録を法律に定められた期間備え置いているか。 となっている必要があるが、検証に当たっては、

　⑶　取締役会に付された議案の内容がわかる原資料を作成しているか。 金融機関の経営判断にかかる部分については、過

　⑷　⑶の原資料を取締役会議事録と同期間、保存しているか。 度に立ち入ることがないよう留意すること。

　⑸　取締役会議事録又は原資料は、代表取締役のコンプライアンスに関す 　なお、評定に当たっては、基本方針及び遵守基

　　る決定の記録、各種リスクの実態や問題点のほか、不正行為やトラブル 準において、例えば、反社会的勢力に対する厳格

　　等の報告が確認できる内容となっているか。 な姿勢、マネー・ローンダリングの防止や顧客情

３．監査役会等の機能 ３．監査役及び監査役会の独立性と取締役に対する業務監査、会計監査の実 報の流出防止等が明確に定められ、当該金融機関

　効性の確保（なお、協同組織金融機関にあっては、会計監査人の選任を義 の業務の実情に適った実効的な内容となっている

　務付けられる場合が限定されているので、その点に留意する必要がある。 かに着眼して行うものとする。

　）。 ● 　委員会等設置会社形態が採用されている場合に

　⑴　コンプライアンスに関する事項を議案とする取締役会には、一人以上 は、その組織形態を採用していること自体に着眼

　　の監査役が出席しているか。また、その場合、商法特例法１８条２項が するのではなく、実効性の伴う監査態勢が確保さ

　　適用ないし準用される金融機関にあっては、常勤監査役が望ましい。 れていることが重要であることに留意すること。

　⑵　監査役会については、制度の趣旨に則り、その独立性が確保されてい 　なお、評定に当たっては、委員会等設置会社に

　　るか。 移行するに際しての理由・背景等を踏まえ、当該

　⑶　監査役会は、付与された広範な権限を適切に行使し、会計監査に加え 金融機関の企業風土に適ったものとして実効的な

　　業務監査を実施しているか。また、監査役会を補佐する適切な人材を必 監査機能が確保されているかに着眼して行う。

　　要な数だけ確保しているか。 ● 　当局検査や当局に対する報告・届出に対して、

　⑷　監査役会等の機能発揮の補完のために、会計監査人を活用しているか 経営陣が真摯な姿勢で、適切な対応の確保を図っ

　　。また、必要に応じて法律事務所等も活用しているか。 ているかに着眼して評定を行う。　

　⑸　監査役会が設けられている場合であっても、各監査役は、あくまでも

　　独任制の機関であることを自覚し、自己の責任に基づき積極的な監査を

　　実施しているか。

評　定　に　お　け　る　着　眼　点

◎

◎

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル

◎

(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け
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※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明
評　定　に　お　け　る　着　眼　点

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル
(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け

　⑹　監査役会は、会計監査人等による外部監査の結果自体が適正なもので

　　あるか否かをチェックし、場合によっては、会計監査人等の交代等の処

　　置をとることができる体制となっているか。

４．法令等遵守に係る基本方 ４．基本方針等の存在チェック

　針及び遵守基準の存在チェ 　⑴　法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置付けているか。

　ック 　　また、その実践に係る基本方針及び遵守基準は、取締役会において策定

　　しているか。

　⑵　役職員に基本方針及び遵守基準の内容を周知徹底しているか。また、

　　例えば、下記〔参考：省略〕に掲げる書類を役員室をはじめ、各業務部

　　門及び営業店等（海外拠点を含む。）に備え置いているか。

　⑶　反社会的勢力への対応については、警察等関係機関等とも連携して、

　　断固とした姿勢で臨んでいるか。　　

　⑷　基本方針及び遵守基準は、単に倫理規定に止まらず、具体的な行動指

　　針や基準を示しているか。

５．コンプライアンスに対す ５．「取締役の意義」の確認

　る「取締役としての具体的 　⑴　コンプライアンスに関しては、取締役が誠実にかつ率先垂範して取り

　行動」のチェック 　　組んでいるか。また、取締役会は、高い職業倫理観を涵養し、あらゆる

　　職階における職員に対して内部管理の重要性を強調・明示する風土を組

　　織内に醸成する責任を果たしているか。

　⑵　取締役の法令等遵守に対する姿勢を職員に理解させるための具体的施

　　策が講じられているか。

　　①　代表取締役は、年頭所感や支店長会議等、可能な機会をとらえ、法

　　　令等遵守に対する取組姿勢を示しているか。

　　②　取締役は、コンプライアンス担当部門を営業部門と同等に位置付け

　　　、適切な人材と規模を確保し、関心をもって管理するとともに業績評

　　　価、人事考課において適切な評価を与えているか。

　　③　取締役自身が、社内外のコンプライアンスの問題に対し、規則に基

　　　づき、公平、公正に断固とした姿勢で対応しているか。

　　④　法令等遵守状況に関し、定期的に施策の評価を行っているか。

Ⅱ．法令等遵 　　「コンプライアンス・マ 　⑴　コンプライアンスを実現するための具体的な手引書（遵守すべき法令 ● 　「コンプライアンス・マニュアル」については、

　守すべき事 　ニュアル」のチェック 　　の解説、また、違法行為を発見した場合の対処方法などを具体的に示し 金融機関の企業風土等を踏まえた実効性のある内

　項（行動規 　　 　　たもの。以下、「コンプライアンス・マニュアル」と称する。）を策定 容であり、かつ、各役職員に周知徹底され、浸透

　範）の規定 　　しているか。また、コンプライアンス・マニュアルの策定及び重要な見 していることが重要。

　・整備状況 　　直しを行うに当たっては、その内容について取締役会の承認を受けてい 　また、改訂等に際しては、時機に適ったもので

　　るか。 あり、実際に生じている問題をカバーするととも

　⑵　「コンプライアンス・マニュアル」は、本チェックリストのⅤ．に掲 に当該金融機関の現状に即した内容となっている

　　げる内容を含むものとなっているか。また、「コンプライアンス・マニ ことが重要。

◎

◎
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※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明
評　定　に　お　け　る　着　眼　点

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル
(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け

　　ュアル」は、前記〔参考：省略〕「全銀協・倫理憲章」等を反映させた

　　銀行の社会的責任と公共的使命を踏まえつつ企業風土等を勘案して、適

　　切かつ具体的な内容となっているか。

　⑶　「コンプライアンス・マニュアル」の存在及び内容を、役職員に周知

　　徹底しているか。

　⑷　「コンプライアンス・マニュアル」については、随時、適切に内容の

　　見直しを行っているか。

　⑸　基本方針及び遵守基準の作成・変更に際しては、リーガル・チェック

　　を実施しているか。また、新たな業務の開始、新たな商品の発売に当た

　　っても同様に実施しているか。

Ⅲ．遵守体制 １．「コンプライアンス・プ １．コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画（規定の整備、 ● 　「コンプライアンス・プログラム」については、

　（態勢）が 　ログラム」のチェック 　内部統制の実施計画、職員の研修計画など。以下、「コンプライアンス・ 金融機関の企業風土等を踏まえつつ、社会環境や

　機能してい 　プログラム」と称する。）の策定及び重要な見直しを行うに当たっては、 経済環境を反映した実効性のある計画であること

　るか否かの 　その内容について取締役会の承認を受けているか。 が重要。

　チェック体 　⑴　「コンプライアンス・プログラム」は、適時、合理的なものとして策 　また、その策定・実行に当たっては、経営陣が

　制の整備状 　　定されているか。なお、最長でも年度毎に策定されているか。 積極的に関与し、実効性を確保することが重要。

　況 　⑵　「コンプライアンス・プログラム」の進捗状況や達成状況がフォロー 「コンプライアンス・プログラム」の内容に具体

　　アップされているか。 性が欠けるものや実施に移されていない場合には、

　⑶　「コンプライアンス・プログラム」担当部門の責任が明確となってい その要因を把握し、経営陣の認識を確認するもの

　　るか。また、代表取締役及び取締役会は、その進捗状況や達成状況を正 とする。

　　確に把握・評価しているか。

　⑷　「コンプライアンス・プログラム」の策定に当たっては、営業店等の

　　規模や性格等に配意するとともに、そのプログラムの実施状況を業績評

　　価、人事考課等に衡平に反映しているか。

２．「コンプライアンス環境 ２．コンプライアンス等の法務問題の一元管理体制の整備状況 ● 　「コンプライアンス環境」の検証における態勢

　」のチェック 　⑴　コンプライアンス等の法務問題を一元管理する体制等について、内部 面の評定については、金融機関の規模、特性に応

　　規定等を整備しているか。 じた評定を行う必要があるものの、法令等違反の

　　①　コンプライアンスに関する統括部門を設置しているか。また、統括 事実については、金融機関の規模の大小等によっ

　　　部門の所掌事項を明確にしているか。 て許容されるものではないことに留意しつつ、当

　　②　各業務部門及び営業店毎に、適切にコンプライアンス担当者を配置 該法令等違反が金融機関の経営に与える影響、違

　　　しているか。 反の発生原因・背景等も勘案して評定を行うもの

　　③　不祥事等の発生に際し、機動的な対処が可能な体制を整備している とする。

　　　か。 　併せて、顧客からの苦情や不祥事件の内容、そ

　⑵　法務関連の情報を適格に収集・管理しているか。 れらに対する対応状況、コンプライアンスに関す

　　①　統括部門と各業務部門及び営業店等との連絡、報告、協議等のルー る研修の実施状況等をも勘案して「コンプライア

　　　ルを明確にしているか。 ンス環境」にかかる評定を行うものとする。

　　②　統括部門と各業務部門及び営業店等との連携を図っているか。また、

○

◎
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※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明
評　定　に　お　け　る　着　眼　点

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル
(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け

　　　問題点が発見された場合、担当者から直ちに統括部門に報告する体制

　　　となっているか。

　　③　担当取締役は、常時、的確に法務関連の情報を把握しているか。

　⑶　コンプライアンスに関する研修体制の充実を図っているか。

　　①　代表取締役及び担当取締役を中心として講師等で参加するなど、研

　　　修に積極的に関与しているか。

　　②　各業務において遵守すべき法令等の徹底など、コンプライアンスに

　　　関する研修が行われているか。また、職階に応じた研修体系が確立さ

　　　れているか。

　　③　各業務部門毎に、最低限必要とされる法務知識の蓄積を図っている

　　　か。

　⑷　不祥事件や苦情等に対処する体制を整備しているか。

　　①　苦情等、顧客の申し出事項の記載簿を整備しているか。

　　②　コンプライアンス担当部門は適切に苦情等の事後確認を実施してい

　　　るか。

　　③　不祥事件の事実確認、関係者の責任の有無の明確化及び責任追及、

　　　監督責任の明確化を図る体制を確立しているか。また、事件の調査・

　　　解明は事件とは独立した部門で行っているか。なお、刑罰法令に抵触

　　　している恐れのある事実については速やかに警察等関係機関等への通

　　　報を行っているか。さらに、取締役及び監査役は、不祥事件等の再発

　　　防止策の策定に関与し、実効性の確保に努めているか。

　　④　証券取引法の定める適時開示を行う体制を確立しているか。

　⑸　特定の職員を長期間にわたり同一部署の同一業務に従事させないよう ● 　体制・人員配置等に係る検証に当たっては、当

　　に、適切な人事ローテーションを実施しているか。また、やむを得ない 該金融機関の規模・特性を踏まえ、実効性が確保

　　理由により長期間にわたり同一部署の同一業務に従事している場合は、 されているかに、着眼すること。

　　事故防止のためのその他の適切な方策を講じているか。

　⑹　事故防止等の観点から、例えば、連続休暇、研修、内部出向制度、又 ● 　体制・人員配置等に係る検証に当たっては、当

　　は、これらの組み合わせ等により、最低限年１回１週間以上連続して、 該金融機関の規模・特性を踏まえ、実効性が確保

　　職員（管理者を含む）が職場を離れる方策を採っているか。なお、この されているかに、着眼すること。

　　期間は２週間以上であることが望ましい。

　⑺  テロ資金供与やマネー・ローンダリングの防止等に適切に対処するた

　　め、顧客の本人確認を行うなど、顧客管理体制を整備しているか。

　　①　顧客管理に関する統括部門を設置するなど責任体制を確立している

　　　か。

　　②　テロ資金供与又はマネー・ローンダリングに係る疑いのある取引に

　　　関する情報について、行政庁に対し速やかに届け出ているか。（また、

　　　届出漏れがないか事後的に検証する体制を確立しているか。）
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内
部
管
理

※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明
評　定　に　お　け　る　着　眼　点

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル
(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け

　　③　顧客管理の方法等に関し、例えば、マニュアルを作成するとともに、

　　　定期的に研修を実施するなど職員等に対し周知徹底を図っているか。 

　　④　顧客の本人確認に関する記録及び顧客との取引に係る記録が速やか

　　　に作成され、法令に定められた期間、適切に保存されているか。 

　　⑤　顧客管理体制について定期的に内部監査を実施しているか。

Ⅳ．法令等に 「法令等遵守状況の点検体制 　　違反した場合の制裁（懲罰）規定の整備・運用状況 ● 　法令等違反に対する対応策及び改善策について

　違反した場 」のチェック 　⑴　取締役等は、取締役等の法令等違反行為を発見した場合に、法律上要 は、違反の発生原因・背景を踏まえた、厳格、か

　合の制裁（ 　　求される下記の権限を忠実に実行するとともに、業務の健全化に必要な つ実効性のある再発防止策の策定が重要。厳格性

　懲罰）規定 　　対応策を迅速に講じているか。 に欠け、弥縫策に留まっているような場合には、

　の整備・運 　　①　取締役 改めて、経営陣の認識や不十分な対応策に留まっ

　用状況 　　　イ．取締役会の招集（商法２５９条） ている要因・背景を把握し、評定を行う。

　　　ロ．監査役への報告（商法２７４条ノ２） 　また、法令等違反の事実の発覚を隠蔽している

　　②　監査役 ものや黙認しているもの、当局への届出を欠いて

　　　イ．取締役の違法行為の差止（商法２７５条ノ２） いるものについては、経営陣の関与の有無、隠蔽

　　　ロ．取締役会の招集（商法２６０条ノ３３項・４項） 等の事実の発覚の経緯を勘案して評定を行う。

　　　ハ．取締役会への報告（商法２６０条ノ３２項） 　なお、不良債権額の不正確なディスクロージャ

　　　ニ．株主総会に対する意見報告（商法２７５条） ーが認められる場合には、その意図性を確認して

　　　ホ．監査報告書への記載（商法２８１条ノ３２項１０号） 評定を行う。　　

　⑵　取締役は、取締役会の構成員として相互に監視義務を負っていること

　　を自覚し、その遂行のために必要な行為を忠実に実施しているか。

　⑶　金融機関は、法令等違反行為を行った取締役等及び会計監査人等に対

　　し、その責任を追及しているか。

　⑷　監査役として独立して権限行使ができる人材が選任されているか。

　⑸　監査役は法令等の遵守状況についての監査を実施しているか。

　⑹　違反行為が発見された場合の取締役に対する報告体制を整備している

　　か。

　⑺　制裁（懲罰）規定を整備しているか。また、制裁（懲罰）規定の適用

　　は厳正かつ公平に行っているか。

　⑻　一定規模以上のリスクのある営業部門（含む営業店等）には、法令遵

　　守状況を確認する独立したコンプライアンス・オフィサーを配置してい

　　るか。

　⑼　コンプライアンス・オフィサーの機能が十分に発揮されているか。

　⑽　コンプライアンスに関する担当部署が有効な連携関係を確保している

　　か。
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※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目



項　　目 法令等遵守態勢のチェック項目 法 令 等 遵 守 態 勢 の チ ェ ッ ク 項 目 に 係 る 説 明
評　定　に　お　け　る　着　眼　点

法令等遵守態勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注1)：【評定上の優先度】◎最優先項目　○優先項目　△それ以外の項目

検　　査　　マ　　ニ　　ュ　　ア　　ル
(注1) (注2)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(注2)：ガバナンス上の位置付け

Ⅴ．金融機関 １．法規制の概要　等 【省　　略】 ● 　金融検査マニュアルにおいて列挙されている法

　とその経営 令は、あくまでも例示であり、その他の法令等に

　者等が遵守 違反する場合においても、違反の原因・背景、当

　すべき具体 該金融機関の経営に及ぼす影響等、を踏まえた評

　的な法令等 定を行う必要があることに留意すること。　

前回当局検査指摘事項の改善 ● 　経営陣が率先垂範して、実効性ある改善策の策

状況等 定・実行に取組むことが重要。弥縫策に留まって

いる場合には、改めて、経営陣の認識や不十分な

改善策に留まっている要因・背景を把握し、評定

を行う。　
● 　本項目に対する評価は、今回検査における指摘

事項に対して金融機関による自主的な対応が期待

できるかを判断する際の一要素となる。
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※網掛け部分は、経営陣による統制に係る項目




